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第
三
節　

漢
の
財
政
転
換
：
帝
国
的
コ
ン
セ
ン
サ

ス
へ
の
移
行
（
前
二
〜
一
世
紀
）

　

秦
帝
国
の
崩
壊
は
、
東
ア
ジ
ア
世
界
に
お
け
る
中
央
集
権
的
政
治
的

秩
序
の
一
時
的
な
解
体
を
も
た
ら
し
た
。
後
継
国
家
の
ひ
と
つ
で
あ
る

漢
は
、
最
終
的
に
関
中
の
秦
本
土
に
対
す
る
支
配
を
確
立
し
、
さ
ら
に

巧
妙
な
同
盟
構
築
を
通
じ
て
、
名
目
的
に
秦
帝
国
の
版
図
の
大
半
を
再

統
一
し
た
。
だ
が
新
し
い
帝
国
の
半
分
以
上
は
自
律
的
政
体
﹇
訳
者
補
：

い
わ
ゆ
る
諸
侯
国
﹈
に
よ
っ
て
分
割
さ
れ
、
そ
の
状
況
は
漢
代
に
入
っ

て
か
ら
も
半
世
紀
ほ
ど
つ
づ
い
た
。
財
政
の
分
権
化
は
、
行
政
の
分
権

化
を
伴
う
も
の
だ
っ
た
。
地
方
の
諸
侯
王
国
は
、
収
支
に
つ
い
て
相
当

な
自
律
性
を
有
し
て
い
た）

（

。
そ
れ
と
と
も
に
、
秦
の
財
政
モ
デ
ル
の
中

核
的
要
素
は
徐
々
に
放
棄
さ
れ
、
固
定
的
低
率
税
制
が
形
成
さ
れ
て
い
っ

た
。
こ
の
体
制
は
中
央
政
府
に
と
っ
て
、
よ
り
予
測
し
や
す
い
収
入
の

流
れ
を
生
ん
だ
。
そ
し
て
監
視
コ
ス
ト
は
低
減
さ
れ
、
分
配
さ
れ
た
資

源
や
税
収
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
通
じ
て
地
方
エ
リ
ー
ト
層
を
取
り
込
む
た

め
の
基
盤
が
築
か
れ
た
。
こ
れ
ら
の
目
標
は
、
国
家
が
非
常
時
に
資
源

を
動
か
す
能
力
の
低
下
と
、
財
政
問
題
に
関
し
て
中
央
政
府
の
エ
リ
ー

ト
層
へ
の
依
存
度
の
増
大
と
い
う
代
償
を
伴
っ
て
、
達
成
さ
れ
た
。

　

財
政
制
度
の
変
化
は
、
継
続
す
る
経
済
発
展
、
す
な
わ
ち
貨
幣
供
給

量
と
貨
幣
経
済
の
拡
大
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
秦
の
崩
壊

は
、
貨
幣
発
行
能
力
を
含
む
中
央
政
府
の
生
産
能
力
を
劇
的
に
低
下
さ

せ
た
。
そ
の
空
白
を
私
鋳
銭
が
埋
め
た
。
前
漢
最
初
の
七
〇
年
間
で
は

お
お
む
ね
、
私
鋳
銭
は
合
法
だ
っ
た
の
で
、
政
府
は
銭
の
重
量
を
安
定

さ
せ
よ
う
と
何
度
も
試
み
た
が
、
半
両
銭
は
継
続
的
に
価
値
を
下
落
さ

せ
た）

（

。
か
く
し
て
銭
の
流
通
量
は
大
き
く
増
え
、
国
家
に
と
っ
て
労
役

や
現
物
税
の
銭
納
化
が
ま
す
ま
す
可
能
と
な
っ
た
。
貨
幣
経
済
と
労
働

＝
翻
訳
論
説
＝

　
　
　

古
代
中
華
帝
国
形
成
期
に
お
け
る
財
政
の
変
容

　
　
　　
　
　
　
前
四
世
紀
後
半
か
ら
前
一
世
紀
を
中
心
に
（
下
）　　

マ
キ
シ
ム
・
コ
ロ
ル
コ
フ
（

）

（
柿
沼
陽
平
訳
）
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市
場
の
進
展
は
、
国
家
が
労
働
力
を
直
接
動
員
す
る
必
要
性
を
減
少
さ

せ
た
。
漢
初
の
法
制
改
革
の
結
果
、
労
役
刑
徒
は
劇
的
に
減
少
し
た
。

同
様
に
、
長
期
的
労
役
制
と
定
期
的
徴
兵
制
は
、
前
漢
時
代
を
通
じ
て

徐
々
に
衰
退
し
、
後
漢
時
代
（
二
五
〜
二
二
〇
年
）
に
廃
止
さ
れ
た）

（

。

　

漢
の
財
政
組
織
は
、
秦
の
そ
れ
よ
り
も
は
る
か
に
幅
広
く
研
究
さ
れ

て
き
た）

（

。
以
下
本
節
で
は
、
帝
国
財
政
転
換
の
動
き
や
、
そ
の
中
央
政

府
・
官
吏
・
地
方
エ
リ
ー
ト
に
対
す
る
分
配
の
も
つ
意
味
、
さ
ら
に
は

帝
政
中
国
財
政
史
の
長
期
的
パ
タ
ー
ン
へ
の
影
響
に
焦
点
を
当
て
る
。

三
―
一
．
労
役
と
現
物
賦
役
の
貨
幣
化

　

漢
の
財
政
転
換
の
多
く
の
要
素
に
当
て
は
ま
る
の
と
同
様
、
労
役
の

貨
幣
化
も
ま
た
戦
国
秦
の
統
制
経
済
の
慣
行
に
根
ざ
す
も
の
だ
っ
た
。

労
役
に
対
し
て
一
定
の
貨
幣
的
・
商
品
的
価
値
を
公
的
に
課
す
こ
と
は
、

そ
の
代
替
可
能
性
を
法
的
に
認
め
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
戦
国
後
期
の

秦
の
律
令
は
、
個
人
が
国
家
へ
の
労
役
義
務
を
他
人
、
さ
ら
に
は
動
物

の
提
供
す
る
同
価
値
の
労
役
で
代
替
す
る
こ
と
を
許
し
て
い
た）

（

。
漢
初

ま
で
に
労
役
代
替
者
は
広
く
雇
用
可
能
と
な
っ
て
お
り
、
賃
金
は
市
場

状
況
に
応
じ
て
大
き
く
変
動
し
得
た）

（

。

　

労
役
代
替
制
度
は
、
も
と
も
と
私
的
当
事
者
間
の
非
公
式
な
取
り
決

め
と
し
て
発
展
し
た
が
、
労
働
供
給
の
柔
軟
性
を
高
め
る
方
法
を
模
索

す
る
な
か
、
国
家
に
よ
っ
て
す
ぐ
に
承
認
さ
れ
る
に
至
っ
た）

（

。
前
二
世

紀
中
頃
ま
で
に
は
、
地
方
レ
ベ
ル
で
徴
収
さ
れ
る
労
役
と
人
頭
税
は
、

「
賦
税
」
の
語
の
も
と
で
慣
例
的
に
統
合
さ
れ
、
こ
れ
は
「
奉
仕
と
税

の
あ
い
だ
の
交
換
可
能
性
」
を
反
映
し
て
い
た）

（

。
統
合
さ
れ
た
「
賦
税
」

の
徴
収
の
具
体
的
仕
組
み
は
不
明
の
ま
ま
だ
が
、
地
方
当
局
が
労
働
の

実
需
要
に
応
じ
て
決
定
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ひ
と
た
び
需
要
が
満
た
さ

れ
る
や
、
余
剰
労
役
は
銭
納
へ
振
り
替
え
ら
れ
た
。
こ
の
財
政
的
措
置

は
、
国
家
財
政
に
よ
っ
て
非
自
由
労
働
力
を
縮
減
せ
ん
と
す
る
漢
初
の

皇
帝
の
幅
広
い
政
策
の
一
環
だ
っ
た
。
前
漢
後
期
に
な
る
と
、
労
役
の

貨
幣
化
は
、「
更
賦
」
と
い
う
新
税
制
の
出
現
を
も
た
ら
し
た
。
こ
れ
は
、

労
役
代
替
の
た
め
の
私
的
市
場
取
引
を
継
承
す
る
た
め
に
設
計
さ
れ
た

も
の
だ
っ
た）

（

。
こ
の
税
収
は
、
政
府
が
必
要
と
す
る
時
と
場
に
お
う
じ

て
労
働
者
を
雇
用
す
る
た
め
用
い
ら
れ
、
と
く
に
帝
国
本
土
か
ら
大
量

の
銭
が
送
ら
れ
る
辺
境
地
域
で
重
要
だ
っ
た）

（

。

　

現
物
税
の
銭
納
へ
の
変
更
は
す
で
に
統
一
秦
期
に
始
ま
っ
て
い
た
。

律
令
は
、
戸
税
の
銭
納
を
認
め
て
お
り
、
少
な
く
と
も
一
部
の
地
域
で

は
芻
稾
税
も
そ
う
だ
っ
た）

（

。
漢
初
の
「
田
律
」
は
、
芻
稾
税
の
銭
納
を

帝
国
全
体
の
慣
行
と
し
て
認
め
て
い
た
。
地
方
官
吏
は
各
地
の
原
料
需

要
が
満
た
さ
れ
る
や
、
当
該
税
の
銭
納
化
を
命
じ
ら
れ
た）

（

。
政
府
に
お

け
る
現
物
収
入
の
必
要
度
が
減
っ
た
の
に
は
い
く
つ
か
の
要
因
が
あ
る

が
、
と
く
に
秦
崩
壊
後
に
官
営
牧
場
の
多
く
が
破
壊
さ
れ
た
こ
と
が
大

き
い
の
で
は
な
い
か
。
漢
初
の
皇
帝
は
、
国
家
経
済
に
と
っ
て
重
要
な

こ
の
施
設
を
復
興
で
き
ず
、
お
そ
ら
く
復
興
す
る
意
思
も
な
く
、
ゆ
え

に
そ
の
維
持
に
不
可
欠
な
大
量
の
芻
稾
を
も
必
要
と
し
て
い
な
か
っ
た

の
で
あ
る）

（

。
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三
―
二
．
強
制
労
働
制
度
の
衰
退

　

経
済
史
家
の
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
シ
ャ
イ
デ
ル
は
、
古
代
中
国
と
ロ
ー
マ

世
界
に
お
け
る
奴
隷
制
と
労
役
の
比
較
研
究
の
な
か
で
、
両
世
界
に
お

け
る
労
役
体
制
の
違
い
を
説
明
す
る
さ
い
、
国
家
の
役
割
が
決
定
的
だ
っ

た
と
し
た
。
そ
し
て
、
前
者
で
は
私
的
奴
隷
制
が
典
型
的
だ
っ
た
が
、

後
者
で
は
「（
国
家
が
管
理
・
運
営
す
る
）
広
範
な
強
制
労
働
収
容
所

的
な
刑
徒
制
度
」
が
発
達
し
た
と
し
た）

（

。
し
か
し
、
国
家
的
に
組
織
化

さ
れ
た
非
自
由
労
働
制
度
は
、
中
国
古
代
帝
国
経
済
の
本
質
的
特
徴
で

は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
戦
国
末
期
の
秦
に
お
け
る
経
済
条
件
と
財
政
・

行
政
慣
行
に
基
づ
く
、
特
定
の
構
成
の
産
物
だ
っ
た
。
こ
の
制
度
は
版

図
拡
大
の
過
程
で
形
成
さ
れ
、
国
家
に
よ
る
労
働
力
と
現
物
資
源
の
直

接
的
動
員
を
前
提
と
す
る
、
秦
の
「
重
農
主
義
的
」
収
奪
モ
デ
ル
の
一

部
だ
っ
た
。
だ
が
こ
の
制
度
は
戦
国
末
に
は
す
で
に
深
刻
な
負
担
に
さ

ら
さ
れ
て
お
り
、
非
自
由
労
働
経
済
の
運
営
コ
ス
ト
を
削
減
す
る
た
め

の
新
た
な
政
策
と
慣
行
が
発
展
し
、
そ
の
過
程
で
私
的
市
場
が
重
要
な

役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
り
、
秦
崩
壊
後
に
こ
の
動
き
は
加
速
し
た
。

　

伝
統
的
な
歴
史
叙
述
に
お
い
て
は
、
文
帝
（
在
位
前
一
八
〇
〜
一
五

七
年
）
の
重
大
な
法
制
改
革）

（

、
す
な
わ
ち
刑
徒
の
身
体
刑
廃
止
・
財
産

没
収
刑
廃
止
・
有
期
刑
導
入
は
、
仁
政
の
典
範
と
し
て
称
賛
さ
れ
て
き

た
。
現
代
の
研
究
者
も
当
該
改
革
を
中
国
古
代
帝
国
の
法
制
史
上
・
社

会
史
上
の
画
期
的
事
件
の
ひ
と
つ
と
し
て
い
る
が
、
彼
ら
は
ま
た
、
皇

帝
と
側
近
が
秦
代
に
ま
で
遡
る
労
役
刑
徒
制
の
発
展
の
長
期
的
潮
流
に

立
脚
し
て
い
た
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。
と
く
に
有
期
刑
は
、
対
政
府

負
債
を
返
済
す
る
た
め
の
労
役
（
返
済
に
要
す
る
期
間
に
応
じ
て
変
化
）

に
起
源
を
も
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
ま
た
、
既
決
囚
が
さ
ら
に
罪
を
犯
し

た
場
合
の
付
加
刑
に
も
根
ざ
し
て
い
た）

（

。
さ
ら
に
先
学
は
上
記
法
制
改

革
と
、
対
非
自
由
労
働
力
の
政
府
的
需
要
の
減
少
、
国
家
経
済
（
大
半

は
お
そ
ら
く
刑
徒
に
よ
る
常
備
軍）

（

）
の
費
用
削
減
努
力
と
の
関
連
を
強

調
し
て
い
る
。

　

通
例
的
な
恩
赦
と
と
も
に
行
わ
れ
た
労
役
刑
徒
改
革
は
、
秦
を
も
苦

し
め
た
そ
の
維
持
費
問
題
に
関
す
る
急
進
的
解
決
策
だ
っ
た
。
ほ
か
の

措
置
と
し
て
秦
は
、
国
家
に
よ
る
雇
用
期
間
外
に
自
ら
稼
ぐ
こ
と
を
認

め
る
刑
徒
身
分
を
創
設
し
た
。
文
帝
の
改
革
は
こ
れ
ら
の
措
置
を
不
要

に
し
、
結
果
、「
奴
婢
」
身
分
は
徐
々
に
消
滅
し
た）

（

。
漢
代
の
強
制
労

働
力
の
濫
用
と
、
秦
代
の
膨
大
な
刑
徒
数
に
対
す
る
強
い
批
判
は
、
前

漢
中
期
ま
で
に
非
自
由
労
働
力
規
模
が
秦
代
の
ピ
ー
ク
時
よ
り
著
し
く

縮
小
し
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

　

非
自
由
労
働
需
要
の
減
少
に
は
多
く
の
要
因
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
は
、

国
家
が
司
る
生
産
・
流
通
シ
ス
テ
ム
の
縮
小
、
政
府
の
統
治
す
る
版
図

の
劇
的
縮
小
、
辺
境
拡
張
の
一
時
的
停
止
、
そ
し
て
人
的
資
源
に
対
す

る
直
接
支
配
へ
の
依
存
度
が
少
な
い
財
政
政
策
へ
の
移
行
が
含
ま
れ
て

い
た
。
大
規
模
労
役
刑
徒
集
団
の
主
要
な
雇
用
者
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
県

級
の
田
官
は
、
統
一
秦
代
に
す
で
に
衰
退
し
は
じ
め
て
お
り
、
前
漢
期

に
は
祭
祀
以
外
の
機
能
を
捨
て
て
い
た）

（

。

　

帝
国
の
版
図
の
ほ
ぼ
三
分
の
二
（
長
江
以
南
の
ほ
ぼ
全
域
を
含
む
）

が
前
漢
高
祖
の
支
持
者
と
親
族
に
分
封
さ
れ
る
や
、
中
央
集
権
的
政
府
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は
劇
的
に
縮
小
し
た
。
続
く
五
〇
年
間
、
彼
ら
は
半
自
律
的
な
諸
侯
国

と
し
て
統
治
さ
れ
た
。
そ
れ
に
伴
い
、
行
政
上
の
佐
や
走
吏
（
し
ば
し

ば
刑
徒
か
ら
徴
発
）
の
需
要
も
減
っ
た
。
同
様
に
重
要
な
の
は
、
定
率

収
穫
税
制
へ
の
移
行
、
私
的
土
地
所
有
の
承
認
、
官
営
の
土
地
分
配
事

業
の
縮
小
が
、
戦
国
秦
の
財
政
制
度
ほ
ど
集
中
的
で
な
い
に
せ
よ
、
課

税
基
盤
を
拡
大
さ
せ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
集
約
農
業
生

産
地
を
開
発
す
べ
く
中
央
政
府
が
労
働
力
を
直
接
統
制
す
る
必
要
性
は
、

実
質
的
に
低
下
し
た
の
で
あ
る
。

三
―
三
．
国
家
の
収
入
と
支
出
の
規
律
化

　

秦
の
財
政
制
度
は
軍
事
遠
征
の
た
め
に
発
展
し
、
ゆ
え
に
国
家
支
出

の
急
増
に
対
応
で
き
る
よ
う
設
計
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
戦
略
的
に

重
要
で
か
つ
物
流
的
に
有
利
な
地
域
に
お
け
る
国
家
的
収
奪
の
集
中
や
、

国
家
支
出
に
関
す
る
意
思
決
定
の
中
央
集
権
化
、
そ
し
て
中
央
政
府
が

使
用
す
る
は
ず
の
歳
入
を
私
人
が
保
持
し
、
も
し
く
は
独
占
す
る
の
を

防
ぐ
た
め
の
資
源
と
地
方
財
政
担
当
者
の
厳
密
な
監
視
に
よ
っ
て
、
達

成
さ
れ
た
。
こ
の
制
度
は
、
高
祖
（
前
二
〇
二
〜
前
一
九
五
年
）
が
叛

将
や
独
立
勢
力
と
戦
っ
た
漢
初
ま
で
つ
づ
い
た
。
地
方
封
建
諸
侯
が
も

た
ら
す
軍
事
的
脅
威
は
、
前
一
八
〇
年
末
ま
で
に
減
少
し
、
中
央
政
府

―
版
図
東
側
の
自
律
的
諸
侯
国
間
に
政
治
的
妥
協
が
成
立
し
た
。
文
帝

期
（
在
位
前
一
八
〇
〜
前
一
五
七
年
）
と
景
帝
期
（
在
位
前
一
五
七
〜

前
一
四
一
年
）
は
、
伝
世
文
献
に
お
い
て
平
和
と
繁
栄
の
時
代
と
し
て

称
え
ら
れ
て
い
る）

（

。

　

か
か
る
数
十
年
の
う
ち
に
、
地
税
の
原
則
は
根
本
的
に
改
訂
さ
れ
た
。

定
率
収
穫
税
の
最
初
の
試
み
は
、
高
祖
と
後
継
者
の
恵
帝
（
在
位
前
一

九
五
年
〜
前
一
八
八
年
）
の
と
き
行
わ
れ
た
。
文
帝
期
を
通
じ
て
試
行

さ
れ
つ
づ
け
、
最
終
的
に
は
前
一
五
六
年
に
、
名
目
平
均
収
穫
量
の
三

〇
分
の
一
に
固
定
さ
れ
た）

（

。
定
率
税
制
へ
の
移
行
は
、
お
そ
ら
く
秦
の

征
服
以
前
に
戦
国
東
部
で
適
用
さ
れ
て
い
た
が
、
中
央
政
府
の
統
治
範

囲
が
前
漢
成
立
後
半
世
紀
の
う
ち
に
当
該
経
済
的
先
進
地
域
へ
徐
々
に

拡
大
し
た
こ
と
で
必
要
と
な
り
、
高
祖
の
遠
征
完
了
後
の
軍
事
費
削
減

に
伴
っ
て
可
能
と
な
っ
た
。
後
述
す
る
他
要
因
と
相
ま
っ
て
、
軍
事
費

削
減
は
国
家
全
体
の
支
出
を
安
定
さ
せ
、
税
率
を
下
げ
る
条
件
を
作
り

だ
し
た）

（

。

　

人
頭
税
も
漢
初
に
常
制
化
さ
れ
た
。
先
述
の
と
お
り
秦
の
財
政
制
度

で
は
、
家
計
や
個
人
に
対
し
て
多
く
の
賦
税
が
課
さ
れ
た
。
伝
世
史
料

に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
賦
税
の
多
く
は
軍
事
的
起
源
を
も
ち
、
お
そ
ら

く
臨
時
賦
課
税
と
し
て
始
ま
っ
た
が
、
前
三
世
紀
末
ま
で
に
少
な
く
と

も
一
部
は
定
期
徴
収
さ
れ
て
い
た
。
漢
初
に
は
、
新
し
い
銭
納
人
頭
税

の
算
賦
が
導
入
さ
れ
た
。
こ
れ
も
秦
帝
国
の
過
度
に
複
雑
な
法
制
・
財

政
制
度
を
簡
素
化
・
規
則
化
す
る
試
み
の
ひ
と
つ
と
解
せ
る）

（

。
だ
が
算

賦
の
年
額
は
未
固
定
だ
っ
た
。
そ
れ
は
、
地
方
官
府
の
支
出
（
ま
す
ま

す
銭
納
化
の
す
す
む
吏
俸
を
含
む
）
に
お
う
じ
て
決
定
さ
れ
た
。
景
帝

初
年
の
湖
北
省
鳳
凰
山
の
官
吏
墓
出
土
文
書
に
は
、
複
数
の
里
に
対
す

る
徴
税
記
録
が
含
ま
れ
て
い
る）

（

。
税
は
年
間
複
数
徴
収
さ
れ
、
各
徴
収

額
は
異
な
っ
て
い
た
。
先
学
は
、
徴
税
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
県
官
の
支
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出
に
即
し
て
い
た
と
す
る
。
県
官
の
支
出
は
毎
年
変
動
し
た
の
で
、
賦

税
の
年
額
は
未
固
定
だ
っ
た
の
で
あ
る）

（

。

　

地
税
同
様
、
財
政
の
変
化
の
合
理
性
を
理
解
す
る
に
は
、
徴
税
パ
タ
ー

ン
と
国
家
支
出
の
関
係
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
漢
初
に
地
方
官
府

は
吏
俸
の
た
め
、
人
頭
税
の
収
入
の
大
部
分
を
保
持
し
て
い
た
。
こ
れ

は
、
吏
俸
を
銭
よ
り
も
穀
物
で
払
っ
て
い
た
秦
の
慣
行
か
ら
の
抜
本
的

脱
却
だ
っ
た
。
実
際
、
秦
の
地
方
官
吏
の
多
く
は
、
労
役
義
務
の
履
行

と
し
て
徴
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
専
門
的
な
常
勤
官
僚
だ
っ
た
わ

け
で
は
な
か
っ
た）

（

。
ご
く
少
数
の
官
吏
の
み
が
、
毎
月
定
額
の
穀
物
配

給
を
受
け
た
有
秩
に
属
し
て
い
た
。
よ
っ
て
国
家
の
人
件
費
支
出
は
、

時
と
場
に
よ
っ
て
変
化
す
る
雇
用
官
吏
数
に
応
じ
て
、
大
き
く
変
動
し

得
た
。

　

こ
の
状
況
は
、
常
勤
官
吏
俸
禄
制
が
拡
大
し
、
従
来
交
替
制
に
よ
る

下
級
官
吏
を
も
取
り
込
ん
だ
前
漢
時
代
に
、
変
化
し
た）

（

。
こ
れ
が
、
地

方
官
吏
の
中
央
政
府
に
対
す
る
集
団
的
交
渉
力
の
増
大
の
結
果
か
、
意

識
的
か
つ
計
画
的
な
政
策
の
結
果
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
両
方
に
よ
る
か

は
不
明
だ
が
、
常
勤
官
吏
俸
禄
制
へ
の
移
行
は
、
国
家
支
出
を
推
計
し

や
す
く
し
た
。
前
漢
期
の
某
時
点
で
、
成
人
の
人
頭
税
は
年
間
一
二
〇

銭
に
固
定
さ
れ
、
こ
の
数
字
は
漢
制
に
関
す
る
伝
世
文
献
に
み
え
る）

（

。

前
漢
末
に
は
、
官
僚
機
構
を
維
持
す
る
た
め
の
年
間
支
出
は
、
当
時
の

著
述
家
た
ち
に
広
く
知
ら
れ
、
論
じ
ら
れ
る
ほ
ど
に
安
定
し
て
い
た）

（

。

　

前
漢
期
の
官
吏
と
軍
務
の
専
門
化
と
、
戦
争
関
連
費
用
の
減
少
（
武

帝
の
匈
奴
遠
征
を
除
く
。
後
述
）
は
、
国
家
支
出
の
規
則
化
の
重
要
な

要
因
で
、
そ
れ
は
定
率
的
な
財
政
体
制
へ
の
移
行
を
容
易
に
し
た
。
実

質
的
に
中
央
政
府
は
、
平
時
の
国
家
運
営
に
必
要
な
余
剰
生
産
分
の
割

合
を
定
義
し
、
そ
れ
を
被
支
配
者
、
と
く
に
地
方
エ
リ
ー
ト
層
や
地
方

官
吏
に
受
け
入
れ
可
能
な
徴
収
率
に
換
算
で
き
た
。
こ
の
二
集
団
の
協

力
は
、
人
口
数
や
耕
地
面
積
と
い
っ
た
地
方
情
報
を
得
る
の
に
不
可
欠

だ
っ
た
。
こ
の
合
意
形
成
は
、
財
政
制
度
転
換
の
本
質
的
成
果
だ
っ
た
。

そ
れ
は
、
漢
代
財
政
制
度
の
長
期
的
存
続
に
大
き
く
寄
与
し
た
が
、
同

時
に
、
帝
政
中
国
の
国
家
権
力
を
制
約
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

三
―
四
．
歳
入
の
最
大
化
か
ら
エ
リ
ー
ト
連
合
体
の
満
足
へ

　

秦
の
財
政
体
制
に
は
二
つ
の
目
的
が
あ
っ
た
。
第
一
に
、
比
較
的
限

定
さ
れ
た
課
税
基
盤
か
ら
中
央
政
府
の
歳
入
を
最
大
化
す
る
こ
と
。
第

二
に
、
労
働
力
と
現
物
資
源
を
掌
握
し
、
軍
事
的
橋
頭
堡
・
輸
送
路
・

地
方
官
府
の
城
郭
・
辺
境
の
前
哨
基
地
・
記
念
碑
的
建
設
現
場
等
の
国

家
的
事
業
へ
直
接
振
り
向
け
る
こ
と
。
こ
の
モ
デ
ル
に
は
、
国
家
―
エ

リ
ー
ト
間
で
財
政
交
渉
を
行
う
余
地
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
国
家
が
徴
収

し
た
余
剰
生
産
物
に
対
す
る
エ
リ
ー
ト
の
取
り
分
は
ほ
ぼ
、
も
し
く
は

全
く
な
か
っ
た
。
結
果
、
官
府
勤
務
は
特
権
で
な
く
義
務
と
な
っ
た
。

か
か
る
秦
代
財
政
制
度
の
お
も
な
問
題
の
ひ
と
つ
は
、
中
間
管
理
職
的

な
人
々
の
行
動
を
監
視
す
る
の
に
莫
大
な
コ
ス
ト
が
か
か
っ
た
こ
と
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
費
用
は
、
版
図
拡
張
に
つ
れ
て
克
服
困
難
と
な
っ
た
。

漢
初
、
も
し
く
は
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
秦
代
か
ら
、
中
央
政
府
は
地
方
・

郡
県
級
の
高
官
以
外
の
全
官
吏
を
現
地
採
用
し
て
お
り
、
こ
れ
は
以
後
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の
帝
政
中
国
全
体
の
規
範
と
な
っ
た）

（

。
結
果
は
予
測
で
き
た
。
前
漢
末

期
に
東
方
の
郡
に
勤
め
て
い
た
吏
の
私
文
書
か
ら
再
構
築
さ
れ
た
地
方

の
社
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
地
方
官
吏
―
大
土
地
所
有
者
間
に
緊
密
か

つ
非
公
式
な
繋
が
り
が
あ
っ
た
こ
と
を
し
め
す
。
か
か
る
関
係
は
伝
世

史
料
に
も
よ
く
記
録
さ
れ
て
い
る）

（

。

　

秦
帝
国
の
崩
壊
は
、
進
行
中
の
上
記
過
程
を
加
速
さ
せ
た
。
秦
滅
亡

後
、
人
的
資
源
や
資
源
を
直
接
動
員
・
移
送
す
る
国
家
の
力
が
低
下
し

た
た
め
、
中
央
政
府
は
、
ま
す
ま
す
進
む
銭
納
税
の
徴
収
に
際
し
て
地

方
社
会
に
協
力
を
仰
い
だ
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
帝
国
の
新
し
い
支
配
者

が
地
方
エ
リ
ー
ト
と
の
財
政
的
に
合
意
す
る
強
い
動
機
が
生
じ
た
。
こ

の
展
開
が
、
戦
国
時
代
の
東
方
出
身
の
う
ち
、
非
秦
系
の
前
漢
建
国
の

関
係
者
が
帝
国
中
枢
に
多
数
進
出
し
た
時
期
と
一
致
し
て
い
る
の
は
、

偶
然
で
は
あ
る
ま
い
。

　

前
二
世
紀
前
半
に
漸
次
導
入
さ
れ
た
、
低
く
固
定
さ
れ
た
税
率
の
財

政
体
制
に
は
、
二
つ
の
大
き
な
利
点
が
あ
っ
た
。
第
一
に
、
資
源
の
十

分
な
部
分
を
国
家
が
請
求
せ
ず
に
残
す
こ
と
で
、
地
代
収
取
や
高
利
貸

し
を
通
じ
た
私
的
収
奪
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
。
第
二
に
、
徴
税
代
理

人
が
経
済
成
長
の
恩
恵
を
享
受
し
つ
つ
、
国
家
に
は
予
測
可
能
な
収
入

の
流
れ
を
も
た
ら
し
た
こ
と
。
課
税
対
象
人
口
の
増
加
は
、
中
央
当
局

に
報
告
さ
れ
ず
、
も
し
く
は
過
少
報
告
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
国

家
が
必
要
と
す
る
純
収
入
が
確
保
さ
れ
る
限
り
、
政
府
は
税
関
連
デ
ー

タ
の
不
正
報
告
を
黙
認
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
実
際
に
、
皇
帝
自
身
が

こ
う
し
た
行
為
の
蔓
延
を
嘆
い
た
こ
と
が
あ
る）

（

。

　

記
録
例
の
ひ
と
つ
に
、
郡
吏
が
高
齢
者
（
本
人
と
家
族
は
免
税
）
の

数
を
異
常
に
多
く
報
告
し
、
実
際
の
歳
入
の
相
当
部
分
を
中
央
か
ら
隠

蔽
し
た
こ
と
が
あ
る）

（

。
歳
入
の
横
領
に
加
え
、
地
方
官
吏
は
中
央
・
地

方
政
府
間
の
歳
入
配
分
バ
ラ
ン
ス
の
変
更
に
よ
っ
て
も
利
益
を
得
て
い

た
。
こ
の
体
制
で
は
、
直
接
税
か
ら
の
収
入
の
大
部
分
が
地
元
に
滞
留

し
、
お
も
に
吏
俸
に
充
て
ら
れ
た）

（

。
中
央
政
府
は
代
理
人
と
歳
入
を
奪

い
合
う
代
わ
り
に
、
帝
国
内
の
商
業
拡
大
で
収
益
性
の
高
ま
っ
た
塩
鉄

生
産
販
売
の
独
占
に
強
く
依
存
す
る
よ
う
に
な
っ
た）

（

。

　

か
か
る
帝
国
の
財
政
的
合
意
は
、
中
央
政
府
の
監
視
費
を
減
ら
す
と

と
も
に
、
秦
の
経
験
が
し
め
す
よ
う
に
、
国
家
秩
序
の
受
益
者
で
な
く

ば
そ
れ
を
壊
し
う
る
エ
リ
ー
ト
連
合
体
を
満
足
さ
せ
る
と
い
う
、
二
つ

の
問
題
を
解
決
し
た
。
だ
が
同
時
に
、
そ
れ
は
緊
急
支
出
の
た
め
の
資

源
動
員
能
力
を
中
央
政
府
か
ら
奪
い
、
国
家
―
エ
リ
ー
ト
支
持
基
盤
間

に
潜
在
的
緊
張
要
因
を
生
む
こ
と
と
な
っ
た
。

三
―
五
．
緊
急
支
出
へ
の
解
決
策
　
　
財
産
課
税
と
商
業
課
税

　

国
家
の
収
支
の
規
則
化
は
、
国
家
―
エ
リ
ー
ト
間
に
長
期
的
財
政
的

妥
協
を
築
く
の
に
不
可
欠
だ
っ
た
が
、
軍
事
支
出
急
増
等
の
財
政
的
挑

戦
に
対
応
す
る
中
央
政
府
の
能
力
を
い
ち
じ
る
し
く
制
約
し
た
。
漢
初

の
七
〇
年
間
は
、
前
一
五
四
年
の
短
期
的
反
乱
を
除
け
ば
、
持
続
的
平

和
を
特
徴
と
す
る
も
の
だ
っ
た
が
、
前
一
三
〇
年
以
降
、
前
漢
武
帝
（
在

位
前
一
四
一
〜
前
八
七
年
）
は
北
方
遊
牧
民
匈
奴
に
対
す
る
一
連
の
遠

征
を
開
始
し
た）

（

。
か
か
る
遠
征
は
約
三
〇
年
間
続
き
、
前
一
世
紀
初
頭
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に
及
び
、
莫
大
な
支
出
を
伴
っ
た
。
数
十
万
の
大
軍
が
配
備
さ
れ
、
人

の
ま
ば
ら
な
過
酷
な
地
形
を
数
百
キ
ロ
も
補
給
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

北
西
辺
境
に
は
軍
事
駐
屯
地
が
連
な
り
、
帝
国
は
中
央
ア
ジ
ア
と
属
国
・

同
盟
国
関
係
を
結
ん
だ）

（

。
こ
の
こ
ろ
の
財
政
事
情
は
よ
く
知
ら
れ
て
お

り
、
武
帝
崩
御
後
に
展
開
し
た
政
治
経
済
論
争
の
お
も
な
参
照
点
と
な
っ

た）

（

。
こ
こ
で
関
心
を
よ
ぶ
の
は
、
秦
式
財
政
強
化
策
が
も
は
や
利
用
で

き
な
く
な
っ
た
と
き
、
国
家
が
い
か
に
既
存
の
課
税
手
段
を
新
た
な
「
緊

急
対
応
兵
器
庫
」
に
組
み
合
わ
せ
た
か
で
あ
る
。

　

財
政
目
的
で
の
財
産
登
録
お
よ
び
商
業
課
税
は
秦
で
も
す
で
に
知
ら

れ
て
い
た
が
、
そ
の
役
割
は
比
較
的
小
さ
か
っ
た
。
財
産
登
録
は
主
に
、

労
役
賦
課
を
よ
り
公
平
に
行
う
た
め
に
行
わ
れ
、
裕
福
な
家
計
が
貧
困

家
計
よ
り
も
先
に
労
役
を
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
武
帝
時
代
、

漢
政
府
は
商
業
従
事
者
に
６
％
、
工
匠
に
３
％
の
財
産
税
を
体
系
的
に

課
そ
う
と
試
み
た
。
さ
ら
に
舟
や
車
に
も
追
加
課
税
が
な
さ
れ
た）

（

。
こ

の
法
律
は
、
商
業
投
資
や
高
利
貸
し
を
行
う
土
地
所
有
者
を
事
実
上
標

的
に
し
て
お
り
、
そ
の
執
行
は
地
方
の
富
裕
層
に
対
す
る
大
規
模
な
弾

圧
と
地
方
経
済
構
造
の
部
分
的
破
壊
を
も
た
ら
し
た）

（

。

　

秦
の
経
済
経
験
に
根
ざ
す
も
う
一
つ
の
財
政
措
置
は
、
塩
鉄
生
産
に

対
す
る
国
家
独
占
の
導
入
で
あ
っ
た
。
先
に
述
べ
た
通
り
、
秦
は
広
範

な
鉄
工
房
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
運
営
し
、
そ
の
製
品
は
農
民
に
貸
与
さ
れ

て
い
た
が
、
武
帝
の
独
占
下
の
よ
う
に
私
的
鉄
器
生
産
が
禁
止
さ
れ
て

い
た
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
。
塩
の
独
占
は
異
な
る
原
理
に
基
づ
い
て

お
り
、
生
産
者
は
国
家
か
ら
道
具
を
借
り
、
固
定
価
格
で
政
府
に
塩
を

販
売
す
る
義
務
が
あ
っ
た
た
め
、
国
家
は
生
産
で
は
な
く
流
通
を
運
営

し
て
い
た）

（

。
事
実
上
、
塩
独
占
は
「
均
輸
」
と
呼
ば
れ
る
別
の
財
政
政

策
と
関
連
し
て
お
り
、
政
府
が
「
公
的
資
金
を
用
い
て
価
格
変
動
を
平

準
化
し
、
価
格
が
低
い
と
き
に
買
い
、
高
い
と
き
に
売
る
」
こ
と
で
、

穀
物
や
塩
な
ど
必
需
品
に
対
す
る
私
的
投
機
を
抑
制
す
る
も
の
で
あ
っ

た）

（

。
か
つ
て
は
武
帝
の
革
新
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の
政
策
は
西

漢
初
期
、
恐
ら
く
秦
帝
国
に
ま
で
遡
る）

（

。

　

武
帝
の
財
政
政
策
は
、
軍
事
重
農
主
義
国
家
の
ほ
ん
ら
い
の
原
則
か

ら
顕
著
に
逸
脱
し
て
い
た
。
リ
チ
ャ
ー
ド
・
フ
ォ
ン
・
グ
ラ
ン
に
よ
れ

ば
、
こ
れ
ら
は
軍
事
的
な
人
力
で
な
く
、
経
済
資
源
と
し
て
の
動
員
に

基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
貨
幣
に
よ
る
間
接
税
収
奪
へ
と
転
換
し
た
重

商
主
義
的
財
政
国
家
の
出
現
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た）

（

。
こ
れ
ら
の

政
策
は
、
統
一
秦
に
ま
で
遡
る
国
家
歳
入
の
貨
幣
化
傾
向
が
つ
づ
い
た

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
秦
の
体
制
下
で
発
展
し
た
財
政
・
経
済
管

理
技
術
（
家
計
財
産
の
登
録
や
塩
鉄
業
の
国
家
的
管
理
）
を
活
用
す
る

も
の
だ
っ
た
。
政
府
か
ら
み
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
新
開
発
さ
れ
た
財
政
措

置
群
は
、
緊
急
軍
事
支
出
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
武
帝
の
政
策

は
、
前
一
世
紀
の
朝
廷
内
で
の
論
争
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
伝
統
的

な
歴
史
叙
述
の
な
か
で
も
広
く
批
判
さ
れ
た
が
、
帝
国
の
財
政
的
な
道

具
立
て
の
不
可
欠
な
一
部
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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お
わ
り
に

　

中
国
古
代
帝
国
に
お
け
る
支
配
的
課
税
形
態
は
、
小
農
民
か
ら
余
剰

生
産
物
を
と
り
た
て
る
か
た
ち
で
の
、
低
税
率
の
財
政
体
制
を
特
徴
と

す
る）

（

。
と
く
に
北
宋
時
代
（
九
六
〇
〜
一
一
二
七
年
）
を
含
む
何
度
か

の
中
断
は
あ
っ
た
が
、
か
か
る
体
制
は
明
清
時
代
（
一
三
六
八
〜
一
九

一
一
年
）
ま
で
つ
づ
い
た
。
よ
っ
て
そ
れ
は
、
帝
政
中
国
国
家
史
の
大

半
の
財
政
基
盤
だ
っ
た）

（

。
本
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
、
こ
の
財
政
体
制
が

長
命
だ
っ
た
理
由
の
ひ
と
つ
は
、
そ
れ
が
中
央
集
権
国
家
、
他
方
で
は

帝
国
官
僚
を
構
成
し
地
方
に
お
け
る
政
府
財
政
代
理
人
と
し
て
機
能
し

た
エ
リ
ー
ト
層
と
の
間
の
経
済
的
・
政
治
的
妥
協
を
反
映
し
て
い
た
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
組
織
形
態
は
、
お
も
に
帝
国
の
版
図
の
大
き
さ
に
よ
っ

て
決
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
広
大
さ
ゆ
え
に
官
吏
行
動
の
監
視
や
課
税
基

盤
情
報
の
収
集
に
は
過
大
な
費
用
が
か
か
っ
た
。
中
央
政
府
は
、
国
家

機
構
へ
の
参
加
を
促
す
べ
く
、
地
方
の
支
配
者
に
強
い
イ
ン
セ
ン
テ
ィ

ヴ
を
与
え
る
し
か
な
か
っ
た
。

　

こ
の
「
帝
国
財
政
コ
ン
セ
ン
サ
ス
」
の
核
心
的
要
素
は
、
国
家
―
エ

リ
ー
ト
間
で
の
交
渉
と
暴
力
的
衝
突
を
伴
う
、
二
世
紀
に
及
ぶ
財
政
実

験
を
経
て
結
晶
化
し
た
。
も
っ
と
も
顕
著
な
出
来
事
は
、
秦
の
崩
壊
で

あ
り
、
こ
こ
で
い
う
「
帝
国
財
政
転
換
」
を
も
た
ら
し
た
。
こ
の
転
換

は
す
で
に
短
命
の
秦
の
行
政
・
財
政
展
開
に
よ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
し
め

さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
地
方
任
用
の
原
則
が
普
及
し
、
現
物
税
は

徐
々
に
貨
幣
化
さ
れ
、
労
役
代
替
市
場
が
拡
大
し
、
公
的
部
門
は
私
的

市
場
と
の
関
与
を
強
め
た
。
し
か
し
、
人
的
資
源
と
物
的
資
源
に
対
す

る
直
接
統
制
や
、
比
較
的
限
定
さ
れ
た
課
税
基
盤
に
対
す
る
集
中
的
監

視
と
い
っ
た
根
本
的
財
政
原
則
を
改
訂
す
る
に
は
、
国
家
経
済
の
大
部

分
の
暴
力
的
破
壊
と
、
非
秦
系
の
新
世
代
中
央
官
僚
の
台
頭
が
必
要
だ
っ

た
。

　

た
だ
し
秦
財
政
モ
デ
ル
の
失
敗
は
、
そ
の
仕
組
み
が
後
続
の
王
朝
で

放
棄
さ
れ
た
こ
と
を
必
ず
し
も
意
味
し
な
い
。
帝
国
財
政
体
制
は
、
発

達
し
た
貨
幣
経
済
と
比
較
的
低
く
安
定
し
た
国
家
支
出
水
準
を
条
件
と

し
て
成
立
し
た
。
こ
れ
ら
の
条
件
の
い
ず
れ
か
が
欠
け
る
と
、
国
家
は

財
政
危
機
に
直
面
し
、
そ
れ
を
管
理
す
る
た
め
に
緊
急
政
策
を
実
施
せ

ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
武
帝
や
後
世
の
多
く
の
統
治
者
が
学
ん
だ
よ

う
に
、
こ
う
し
た
政
策
は
つ
ね
に
富
裕
層
の
資
産
を
標
的
と
し
、
結
果
、

大
地
主
と
大
商
人
の
強
い
抵
抗
に
遭
遇
し
た
。
前
漢
末
ま
で
に
彼
ら
は

と
う
に
地
方
官
僚
層
と
結
び
つ
い
て
い
た
ふ
つ
う
政
府
当
局
は
こ
れ
ら

強
力
な
集
団
を
長
期
に
わ
た
っ
て
向
こ
う
に
回
す
余
裕
は
な
く
、
緊
急

財
政
政
策
は
政
府
の
即
時
的
財
政
破
綻
の
脅
威
が
去
る
と
、
し
ば
し
ば

旧
態
に
回
帰
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

　

だ
が
、
か
か
る
「
重
商
主
義
的
」
解
決
策
す
ら
、
貨
幣
流
通
が
衰
退
・

中
断
し
て
い
る
時
期
に
軍
事
支
出
な
ど
を
増
加
さ
せ
る
必
要
が
生
じ
れ

ば
、
利
用
不
可
能
だ
っ
た
。
こ
れ
ら
二
つ
の
条
件
が
重
な
る
と
、
エ
リ
ー

ト
層
は
不
満
を
抱
く
批
判
者
か
ら
体
制
の
死
敵
へ
と
変
わ
り
、
体
制
は

農
民
社
会
と
の
直
接
的
紐
帯
を
築
こ
う
と
す
る
急
進
的
社
会
経
済
平
準
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化
政
策
を
開
始
す
る
こ
と
と
な
っ
た）

（

。
か
く
し
て
国
家
統
治
者
た
ち
は

本
質
的
に
戦
国
秦
モ
デ
ル
の
核
心
的
原
理
と
政
策
に
回
帰
し
た
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
土
地
を
含
む
各
種
の
経
済
的
再
分
配
ス
キ
ー
ム
を
伴

う
国
家
主
導
の
社
会
工
学
、
課
税
基
盤
と
地
方
国
家
代
理
人
の
厳
格
監

視
、
そ
し
て
国
家
経
済
部
門
に
お
け
る
徒
役
を
含
む
無
給
労
働
の
大
規

模
動
員
で
あ
る）

（

。
帝
国
財
政
体
制
は
、
中
国
帝
国
史
の
大
部
分
に
お
い

て
規
範
的
で
あ
り
つ
づ
け
た
が
、
統
制
経
済
型
と
市
場
志
向
型
の
経
済

管
理
政
策
の
あ
い
だ
の
周
期
的
変
動
は
、
戦
国
秦
型
の
経
済
組
織
が
、

と
く
に
深
刻
な
経
済
危
機
や
、
国
家
と
エ
リ
ー
ト
と
の
あ
い
だ
の
関
係

が
緊
張
し
て
い
る
期
間
に
、
帝
国
構
築
者
た
ち
に
と
っ
て
持
続
的
に
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
的
か
つ
実
践
的
魅
力
を
放
っ
て
い
た
こ
と
を
し
め
し
て
い

る
（
了
）。

注（

）　

漢
初
の
官
吏
俸
給
に
関
す
る
律
は
、
中
央
政
府
の
直
接
支
配
下
の
地
域
に

限
定
さ
れ
、
諸
侯
国
の
官
吏
は
、
皇
帝
で
な
く
各
君
主
か
ら
俸
給
を
受
け
て

い
た
こ
と
を
し
め
す
（
陳
蘇
鎮
「
漢
初
王
国
制
度
考
述
」（『
中
国
史
研
究
』

二
〇
〇
四
年
第
三
期
、
三
三
〜
三
五
頁
））。
当
該
律
文
に
つ
い
て
は
、
彭
浩
・

陳
偉
・
工
藤
元
男
『
二
年
律
令
与
奏
讞
書　
　

張
家
山
二
四
七
号
漢
墓
出
土

法
律
文
献
釈
読　
　

』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
、
二
五
七
〜
二
九

五
頁
）、

。
官
吏
の
俸
給
は
政
府
支
出
の
主
要
項
目
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
。

“

”

地
方
諸
侯
が
租
税
負
担
を

減
ら
し
て
移
民
を
誘
致
し
よ
う
と
し
た
例
は
『
史
記
』
巻
一
〇
六
呉
王
濞
列

伝
（
二
八
二
二
頁
）。

（

）　
『
漢
書
』
巻
二
四
食
貨
志
下
（
一
一
五
二
〜
一
一
五
七
頁
）。

（

）　

呂
后
期
（
前
一
九
五
年
〜
前
一
八
〇
年
）
と
文
帝
期
（
前
一
八
〇
年
〜
前

一
五
七
年
）
に
行
わ
れ
た
、
刑
徒
数
を
削
減
し
て
維
持
費
を
節
約
す
る
た
め

の
法
制
改
革
に
つ
い
て
は
宮
宅
潔
（
楊
振
紅
他
訳
）「
労
役
刑
体
系
的
結
構
与

変
遷
」（『
中
国
古
代
形
制
史
研
究
』
広
西
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
六
年
、

一
四
〇
〜
一
五
八
頁
）。
徴
兵
制
廃
止
に
つ
い
て
は

（

）　

最
近
の
研
究
と
し
て
は
渡
邉
信
一
郎
『
中
国
古
代
の
財
政
と
国
家
』（
汲
古

書
院
、
二
〇
一
〇
年
）、
郭
浩
『
漢
代
地
方
財
政
研
究
』（
三
党
大
学
出
版
社
、

二
〇
一
一
年
）、
臧
知
非
『
秦
漢
賦
役
与
社
会
控
制
』（
三
秦
出
版
社
、
二
〇

一
二
年
）、

“
”

（

）　

睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
整
理
小
組
編
『
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
』（
文
物
出
版
社
、
一

九
九
〇
年
、
五
一
頁
、
第
一
三
七
・
一
四
〇
簡
）、

：

；

“
”
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（

）　

臧
知
非
注
（

）
前
掲
書
（
一
五
七
頁
）。

（

）　

統
一
秦
の
地
方
行
政
は
、
自
ら
の
管
轄
下
の
刑
徒
を
私
的
に
貸
し
出
し
、

そ
の
食
糧
経
費
を
節
約
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
逆
に
、
追
加
の
労

働
力
が
必
要
な
場
合
、
市
場
で
の
奴
隷
購
入
で
補
填
も
で
き
た
（
睡
虎
地
秦

墓
竹
簡
整
理
小
組
注
（

）
前
掲
書
（
三
二
頁
、
第
四
八
簡
）。
陳
偉
『
里
耶

秦
簡
牘
校
釈
』
第
一
巻
（
武
漢
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
、
三
〇
六
〜
三

〇
七
頁
、
第

簡
、
三
六
七
頁
、
第

簡
）。

（

）　

“
”

。

（

）　

更
賦
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
徴
収
税
額
や
、
納
付
義
務
を
負
う
社
会
集
団

の
定
義
等
、
多
く
の
重
要
な
点
が
依
然
議
論
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
高
敏
『
秦

漢
史
論
集
』（
鄭
州
出
版
社
、
一
九
八
二
年
、
七
七
頁
）。

（

）　

“
”

（

）　

陳
偉
『
里
耶
秦
簡
牘
校
釈
』
第
二
巻
（
武
漢
大
學
出
版
社
、
二
〇
一
八
年
、

一
五
二
〜
一
五
三
頁
、
第

簡
）。

（

）　

彭
他
注
１
前
掲
書
（
一
八
七
〜
一
八
八
頁
、
第
二
四
〇
〜
二
四
一
簡
。
一

九
三
頁
、
第
二
五
五
簡
）。

注
（

）
前
掲
書
（
第

二
巻
、
六
〇
六
〜
六
九
七
頁
、
七
〇
〇
〜
七
〇
一
頁
）。

（

）　

牛
を
放
牧
し
て
他
人
の
土
地
に
侵
入
し
た
場
合
の
法
的
取
扱
い
の
相
異
に

も
注
意
す
べ
き
。
秦
律
で
は
家
畜
没
収
だ
っ
た
が
、
同
一
内
容
の
漢
代
規
定

で
は
罰
金
銭
で
、
国
家
が
も
は
や
家
畜
群
の
拡
大
に
関
心
を
も
っ
て
い
な
か
っ

た
こ
と
を
示
唆
す
る
（
中
国
文
物
研
究
所
・
湖
北
省
文
物
考
古
研
究
所
『
龍

崗
秦
簡
』（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
一
年
、
一
〇
七
頁
）、
第
一
〇
二
簡
。
彭
浩

等
注
（

）
前
掲
書
（
一
九
二
〜
一
九
三
頁
、
第
二
五
三
〜
二
五
四
頁
）。

（

）　

“
”

（

）　
『
漢
書
』
巻
二
三
刑
法
志
（
一
〇
九
九
頁
）。

（

）　

游
逸
飛
「
説
〝
繋
城
旦
舂
〞　　

秦
漢
刑
制
度
新
論　
　

」（『
新
史
学
』
第

二
〇
巻
第
三
期
、
二
〇
〇
九
年
、
四
二
〜
四
四
頁
）。

（

）　

宮
宅
注
（

）
前
掲
論
文
（
一
四
七
〜
一
五
一
頁
）、
游
注
（

）
前
掲
論

文
（
四
三
頁
）、
孫
文
博
「
秦
及
漢
初
的
司
寇
与
徒
隸
」（『
中
国
史
研
究
』
二

〇
一
五
年
第
三
期
、
七
三
〜
九
六
頁
）。

（

）　

孫
文
博
注
（

）
前
掲
論
文
（
七
三
〜
九
六
頁
）。

（

）　

山
田
勝
芳
『
秦
漢
財
政
収
入
の
研
究
』（
汲
古
書
院
、
一
九
九
三
年
、
五
八
頁
）。

（

）　
『
史
記
』
巻
一
〇
孝
文
本
紀
（
四
三
七
〜
四
三
八
頁
）、『
漢
書
』
巻
四
文
帝

紀
（
一
三
四
〜
一
三
六
頁
）、『
漢
書
』
巻
五
景
帝
紀
（
一
五
三
頁
）。
前
漢
政

治
史
に
つ
い
て
は

“
”

（

）　
『
漢
書
』
巻
二
四
食
貨
志
上
（
一
一
三
五
頁
）。

（

）　

戦
国
東
部
に
お
け
る
定
額
地
租
の
適
用
は
楊
振
紅
「
従
新
出
簡
牘
看
秦
漢

時
期
的
田
租
徴
収
」（『
簡
帛
』
第
三
輯
、
二
〇
〇
八
年
、
三
三
一
〜
三
四
二
頁
）。

（

）　

高
祖
が
秦
法
の
簡
素
化
に
強
く
取
り
組
ん
だ
点
は
、
た
と
え
ば
『
漢
書
』

巻
二
三
刑
法
志
（
一
〇
九
六
頁
）。

（

）　

湖
北
省
文
物
考
古
研
究
所
『
江
陵
鳳
凰
山
西
漢
簡
牘
』（
中
華
書
局
、
二
〇
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一
二
年
、
九
七
〜
一
〇
一
頁
）。
裘
錫
圭
「
湖
北
江
陵
鳳
凰
山
十
号
漢
墓
出
土

簡
牘
考
釈
」（『
文
物
』
一
九
七
四
年
第
七
期
、
四
九
〜
六
三
頁
）、
邢

：

（

）　

高
敏
注
（

）
前
掲
論
文
。

（

）　

宮
宅
潔
「
漢
代
官
僚
組
織
的
最
下
層　
　
〝
官
〞
与
〝
民
〞
之
間
」（『
中
国

古
代
法
律
文
献
研
究
』
第
七
号
、
二
〇
一
三
年
、
一
二
七
〜
一
六
一
頁
）。

（

）　

宮
宅
潔
注
（

）
前
掲
論
文
（
一
六
〇
〜
一
六
一
頁
）。

（

）　

漢
の
算
賦
導
入
に
関
す
る
『
漢
書
』
巻
一
高
祖
本
紀
如
淳
注
（
三
世
紀
）
は
、

た
と
え
ば
『
漢
書
』
巻
一
高
祖
本
紀
（
四
六
頁
）。

（

）　

概
説
に
つ
い
て
は

“
”

（

）　

厳
耕
望
『
中
国
地
方
行
政
制
度
史　
　

秦
漢
地
方
行
政
制
度　
　

』（
中
央

研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
、
一
九
六
一
年
、
三
四
五
〜
三
八
三
頁
）、
廖
伯
源
『
簡

牘
与
制
度
』（
広
西
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
八
二
〜
八
九
頁
）。

（

）　

“

”

（

）　

宣
帝
は
四
九
年
付
の
詔
書
で
、
地
方
官
が
虚
偽
の
帳
簿
を
提
出
し
て
い
る

と
非
難
し
た
（『
漢
書
』
巻
八
宣
帝
紀
、
二
七
三
頁
）。
だ
が
有
効
な
手
立
て

は
な
く
、
こ
の
状
況
は
以
後
も
同
様
だ
っ
た
。

（

）　

高
大
倫
「
尹
湾
漢
墓
木
牘“

集
簿”

中
戸
口
統
計
資
料
研
究
」（『
歴
史
研
究
』

一
九
九
八
年
第
五
期
、
一
一
〇
頁
）、
邢
義
田
注
（

）
前
掲
論
文
（
一
八
二

〜
一
八
四
頁
）。

（

）　

連
雲
港
市
博
物
館
・
東
海
県
博
物
館
・
中
国
社
会
科
学
院
簡
帛
研
究
中
心
・

中
国
文
物
研
究
所
編
『
尹
湾
漢
墓
簡
牘
』（
中
華
書
局
、
一
九
九
七
年
、
七
七

〜
七
八
頁
）、

注
（

）
前
掲
論
文
（
一
七
八
〜
一
八
〇
頁
）。

（

）　

注
（

）
前
掲
書
（
一
一
三
〜
一
二
〇
頁
）。

（

）　

呉
楚
七
国
の
乱
の
際
、
戦
闘
の
大
部
分
は
反
乱
側
の
地
方
諸
侯
と
忠
誠
を
保
っ

た
地
方
諸
侯
の
間
で
行
わ
れ
、
中
央
政
府
軍
の
関
与
は
限
定
的
だ
っ
た
。

注
（

）
前
掲
論
文
（
一
四
一
〜
一
四
二
頁
）。

（

）　

武
帝
に
よ
る
北
方
で
の
戦
役
お
よ
び
中
央
ア
ジ
ア
遠
征
の
詳
細
と
費
用
の

推
計
は

（

）　

当
該
論
争
に
つ
い
て
も
っ
と
も
詳
細
に
記
し
た
の
は
桓

『
塩
鉄
論
』
で
、

そ
こ
に
は
武
帝
の
財
政
政
策
の
支
持
者
と
批
判
者
と
の
論
争
が
記
録
さ
れ
て

い
る
。
当
該
論
争
は
昭
帝
（
在
位
前
八
七
年
〜
前
七
四
年
）
の
朝
廷
で
前
八

一
年
に
行
わ
れ
た
。
王
利
器
『
塩
鉄
論
』（
中
華
書
局
、
二
〇
一
一
年
）。

（

）　
『
漢
書
』
巻
二
四
食
貨
志
下
（
一
一
六
六
〜
一
一
六
七
頁
）。

（

）　

新
法
施
行
を
命
ぜ
ら
れ
て
郡
に
派
遣
さ
れ
た
官
僚
は
「
酷
吏
」
と
よ
ば
れ

た
が
、
こ
れ
は
地
方
エ
リ
ー
ト
が
武
帝
の
財
政
政
策
に
抱
い
て
い
た
感
情
を

反
映
す
る
（『
史
記
』
巻
一
二
二
酷
吏
列
伝
、
三
一
三
五
〜
三
一
五
四
頁
）。

（

）　
『
漢
書
』
巻
二
四
食
貨
志
下
（
一
一
六
五
〜
一
一
六
六
頁
）、
西
嶋
注
（

）

前
掲
論
文
（
六
〇
三
頁
）。

（

）　
『
漢
書
』
巻
二
四
食
貨
志
下
（
一
一
六
七
〜
一
一
六
八
頁
）、

注

（

）
前
掲
書
（
一
一
六
頁
）。

（

）　

張
家
山
漢
簡
に
は
「
均
輸
律
」
が
含
ま
れ
る
（
彭
浩
等
注
（

）
前
掲
書
、

一
八
〇
〜
一
八
二
頁
、
第
二
二
五
〜
二
二
七
簡
、

注

（

）
前
掲
書
、
第
二
巻
、
六
六
七
〜
六
七
七
頁
）。
こ
の
語
は
近
刊
の
里
耶

秦
簡
に
も
み
え
、
洞
庭
郡
内
で
の
刑
徒
の
配
分
を
さ
す
（
湖
南
省
文
物
考
古

研
究
所
『
里
耶
秦
簡
（
貳
）』
文
物
出
版
社
、
二
〇
一
七
年
、
六
頁
、
第

簡
）。
こ
の
語
は
岳
麓
書
院
蔵
秦
簡
「
亡
命
律
」（
第
一
〇
簡
）
に
も
み
え
る
（
陳

松
長
編
『
岳
麓
書
院
蔵
秦
簡
』
第
四
巻
、
上
海
辞
書
出
版
社
、
二
〇
一
五
年
、

四
二
頁
、
第
一
〇
簡
）。
秦
代
官
職
名
の
一
部
に
も
「
均
輸
」
関
連
の
職
務
を
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示
唆
す
る
も
の
が
み
え
る
（
張
春
龍
「
里
耶
秦
簡
第
九
層
選
読
」（『
中
国
簡

帛
学
国
際
論
壇
二
〇
一
二
：
秦
簡
牘
研
究
』
武
漢
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
二
年
）、

注
（

）
前
掲
書
（
第
一
巻
、
六
七
〇
頁
））。

（

）　

注
（

）
前
掲
書
（
一
一
八
頁
）。

（

）　

注
（

）
前
掲
論
文
（
二
八
二
頁
）。

（

）　

北
宋
期
に
お
け
る
重
商
主
義
的
財
政
政
策
お
よ
び
商
業
課
税
の
復
活
に
つ

い
て
は
、

注
（

）
前
掲
書
（
二
二
六
〜
二
三
五
頁
）。
後
期
帝
国
に

お
け
る
課
税
に
つ
い
て
は
、

“
”

（

）　

暴
力
、
と
く
に
大
規
模
な
戦
争
を
富
の
平
準
化
の
主
要
な
原
動
力
と
み
る

近
年
の
分
析
は

中
国
の
場
合
、
よ
り
具
体
的
に
は
「
王

朝
循
環
」
末
期
に
発
生
し
た
大
規
模
な
農
民
戦
争
が
「
庶
民
の
境
遇
改
善
に

寄
与
し
た
」
と
さ
れ
る
。

（

）　

明
初
は
、
第
一
回
の
財
政
転
換
期
に
形
成
さ
れ
た
財
政
制
度
が
再
生
産
さ

れ
た
、
も
っ
と
も
鮮
明
な
例
の
ひ
と
つ

（

）

注
（

）
前
掲
書
（
二
八
五
〜
二
八
八
頁
）。
秦
型
計
画
経
済
の
も
う

ひ
と
つ
の
よ
り
近
年
の
再
現
は
、
一
九
五
〇
年
代
中
国
の
経
済
・
社
会
の
共

産
主
義
的
再
編
過
程
に
み
ら
れ
た
。
当
時
は
秦
の
改
革
者
商
鞅
と
始
皇
帝
へ

の
強
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
言
及
が
伴
っ
た
。

“
”

マ
キ
シ
ム･

コ
ロ
ル
コ
フ
（
チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
リ
サ
ー
チ
フ
ェ
ロ
ー
）

柿
沼
陽
平
（
早
稲
田
大
学
文
学
学
術
院
教
授
）
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